
みやぎ子ども・子育て幸福計画みやぎ子ども・子育て幸福計画
第Ⅰ期

【宮城 県 次 世 代 育 成 支 援 行 動 計 画】
【宮城県子ども・子育て支援事業支援計画】

宮　城　県
古紙配合率 70%再生紙を
使用しています。
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みんなが子育てを応援してくれる「子育てにやさしい宮城県」に！ 

 

子どもは，宮城の希望であり，未来を創る存在です。

子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは，子ど

もや親の幸せはもとより，我が県の未来を構築するこ

とにつながる県全体で取り組むべき最重要課題の一つ

です。 

 

全国的に少子化が進行するとともに，子どもを取り

巻く環境が大きく変化し，家庭や地域で子どもを育て

る機能の低下や，待機児童の発生，いじめ・不登校・

ひきこもりなどの心の問題の増加など，子どもとその

親をめぐる問題が多様化，複雑化しています。 

 

本県においては，平成２２年に次世代育成支援対策推進法に基づく「新みやぎ子ども

の幸福計画」後期計画を策定し，次世代育成支援のための様々な施策を講じてまいりま

した。 

しかし，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により本県は甚大な被害を受

け，特に沿岸部を中心に子どもを取り巻く環境はさらに大きく変化し，子どもや親の心

の問題とともに，子育ての負担や不安，孤立感がより高まっています。 

 

このような中，平成２７年３月末までの時限立法であった「次世代育成支援対策推進

法」が１０年間延長され，また，平成２４年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」

に基づく「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月に施行されることに伴い，質

の高い幼児期の学校教育と保育の提供や待機児童の解消のほか，地域の子ども・子育て

支援を充実させ，すべての子どもが健やかに成長できる地域社会の実現に取り組むこと

とし，このたび，次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と子ども・子育て支援法

に基づく支援計画を一体のものとして，「みやぎ子ども・子育て幸福計画 第Ⅰ期」を

策定しました。 

 

本計画は，県と市町村が一体となって取り組むとともに，企業，関係団体等の皆様と

の連携により，様々な子ども・子育て支援対策を推進し，家庭の中で子どもを生み育て

ることに対する希望や喜びを，地域全体で共有できるよう意識の醸成を図ってまいりま

すので，皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

平成２７年３月 

                     宮城県知事  村井 嘉浩 
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